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 第４期小田原市教育振興基本計画の策定に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 第４期小田原市教育振興基本計画の策定 

政策等の案の公表の日 令和４年９月 15 日（木） 

意見提出期間 令和４年９月 15 日（木）から令和４年 10 月 14 日（金）

まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、教育

総務課窓口） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 21 件（６人） 

 インターネット ５人 

 ファクシミリ   １人 

 郵送   ０人 

 直接持参   ０人 
 

無効な意見提出   ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次のと

おりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、反映したもの ６ 

Ｂ 意見の趣旨が、既に反映されているもの ５ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ４ 

Ｄ その他（質問など） ６ 
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〈具体的な内容〉 

（１）策定の背景に関すること（１件）  

 

（２）施策の展開に関すること（18 件）  

  意見の内容（要旨） 
区

分 
市の考え方（政策案との差異を含む。） 

1 

基本施策１—（４）スポーツの振興 

柔・剣道のみが、他のスポーツと違って

錬成事業として単独で事業化されて、

250 万円程度の費用が支出されるのは

なぜか。（P.19） 

Ｄ 本市には、大正時代以来柔剣道の稽古場

として愛された武道館があり、武道館閉

鎖後も柔道及び剣道の振興を図る必要が

あるため、同事業を実施しています。 

2 

基本施策１—（４）スポーツの振興 

小田原市ではｅスポーツコンテンツ造

成事業が行われている。教育振興基本計

画の中にスポーツについての記載はあ

るが、ｅスポーツの記載がない。教育振

興基本計画としてのｅスポーツの考え

方、今後の方針等について記載してほし

い。（P.19） 

Ｃ 本市では、新たな観光振興策の一つとして

ｅスポーツの普及促進に努めているとこ

ろであり、現時点で本計画への記載は予定

しておりません。 

3 

基本施策１－（７）キャリア教育等の充

実 

新しい学習指導要領が目指すキャリア

教育の主旨を捉えた記述にする必要が

あると考える。（P.20） 

Ａ 御意見を踏まえ修正します。 

4 

基本施策１－（８）関わり合い、共に学

ぶ場の充実 

生涯学習の中で、関わる力は大事なの

で、とても良いと感じた。ただ本計画に

記載されている主な取組として、課題解

決型の取組（おだわら市民学校）しかな

いので、もう少しゆったりと関われる取

組があると良いと思う。今後のおだわら

市民学校の在り方を検討してみてはど

うか。（P.20） 

Ｃ おだわら市民学校は、地域の課題解決の

担い手育成を目的とした２年制の学校で

す。「小田原のために何かしてみたい」

といった緩やかな気持ちの方が参加しや

すいよう、１年目には小田原の魅力と課

題を知る基礎課程を設けています。 

より参加しやすく、学びを通じて地域貢

献の意欲を育てる講座としていきます。 

  意見の内容（要旨） 
区

分 
市の考え方（政策案との差異を含む。） 

1 

在住外国人が増加したことで必要とな

るものは、学校における外国につながり

のある子どもたちへの支援だけではな

いため、就学している在外外国人に限ら

ずすべての在住外国人の生涯学習への

対応等についても記載してほしい。

（P.4） 

Ａ 御意見を踏まえ修正します。  

 

 

  意見の内容（要旨） 
区

分 
市の考え方（政策案との差異を含む。） 
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5 

基本施策２－（１）①おだわらっ子の約

束の普及と実践 

主な取組に記載されているのが、学校・

園だけである。一体となって進めていく

ということから、その他の場での広報活

動や連携した取組の工夫が必要ではな

いか。（P.23） 

Ａ 御意見を踏まえ修正します。 

6 

基本施策２—（２）①家庭教育への支援 

条例制定に向けた事例研究・調査等と

は、何の条例を制定するための研究・調

査なのか。（P.23） 

Ｄ 「（仮称）家庭教育支援条例」の制定の

可否判断を含めた事例研究・調査等を指

しています。 

7 

基本施策２－（３）①家庭学習への支援 

中学生の半数以上が学習塾に通塾して

いるような状況だが、月謝を払って通塾

しなくとも成績が向上、志望高校に合格

できるような中学校の学習指導体制の

構築を行ってほしい。（P.23） 

Ｂ 学力の向上、学習指導の充実について

は、基本施策４で掲げていますが、今後

も引き続き、進路指導体制や学習指導体

制の充実を図ってまいります。 

8 

３幼児教育・保育 

公立施設における教育・保育の実践を通

じた研究とは、何をどのように研究する

のか。（P.25） 

Ｄ 幼児教育・保育の課題対応や質の向上に

向け、大学や研究機関等と連携を図り、

研究から得られた成果やノウハウを、研

修会等通じて教育・保育の現場に還元し

ていきます。 

9 

基本施策３—（１）①幼稚園・保育所等

との連携と役割分担の推進 

市立幼稚園の在り方については、「小田

原市立幼稚園の園児数減少への対応指

針」ですでに決定しており、検討ではな

く実施の段階に至っていると思う。 

（P.26） 

Ａ  御意見を踏まえ修正します。 

10 

基本施策３—（１）②小学校への円滑な

接続 

幼児教育・保育の中には、「小学校への

円滑な接続」についての記載があるが、

学校教育の中には、「幼小の接続・連携」

については記載されていないように思

う。（P.26） 

Ｂ 学校教育の中では、基本施策４－（９）

①それぞれの学校の特色を生かした学び

の推進（P.34）の中で、幼保・小・中の

連携について記載しており、双方からの

取組を進めてまいります。 

11 

４学校教育・地域とともにある学校 

地域とともにある学校というのは、非常

に良いと感じた。大人になるにつれて地

域と離れがちになってしまうが、学校教

育の中で、しっかり地域と関わり合いを

持ち、社会人になった時に、また地域に

還元してもらえるサイクルができると

良い。（P.27） 

Ｂ 学校教育において、多様な関わり合いを持

つことで自己を高める「関わる力」の育成

を進めるほか、学校運営協議会等を通じた

地域とともにある学校づくりを進めてい

るところです。 
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12 

基本施策４－（１）②主体的・対話的で

深い学びの実現 

主な取組に記載されている「カリキュラ

ムマネジメントの推進」は、他の４つの

取組と質が異なるため違和感がある。 

記載をするのであれば、一つ目の「授業

研究の充実」の記載を変更するなどして

対応したほうが良い。（P.29） 

Ａ 御意見を踏まえ修正します。 

13 

基本施策４－（４）②読書活動の充実 

学校司書の配置とは、司書教諭を配置し

たうえで、さらに追加の学校司書を配置

するということか。そうでないのなら

ば、司書教諭の設置は適正規模・適正配

置以下の学校以外では義務のため、主な

取組として取り上げるものではないと

思う。（P.31） 

Ｂ 御指摘のとおり、追加の学校司書の配置

を指しています。 

14 

基本施策４－（５）②部活動の支援 

部活動指導員等だけでなく、顧問として

業務を行う学校の先生たちの待遇改善

についても取り組んでほしい。（P.32） 

Ｃ 御意見を参考に、今後も引き続き教職員

の働き方改革を進めてまいります。 

15 

基本施策４－（６）①学校給食の充実 

老朽化した単独調理校方式の給食調理

場の維持修繕をせずに、廃止して学校給

食センター等での共同調理場方式に移

行させることは検討するのか。（P.32） 

Ｄ 平成 26 年度に設置した小田原市学校給食

のあり方検討委員会からの報告に基づき、

給食施設の運営等を推進しており、現段階

で共同調理場方式への移行は検討してお

りません。 

16 

基本施策４－（10）②個に応じた学びの

支援体制の充実 

「特別支援学級や通常の学級に在籍す

る様々な課題をもつ」という表現は不適

切である。「様々な支援を必要とする児

童生徒」や「様々な教育的ニーズを要す

る」等への修正が必要ではないか。

（P.35） 

Ａ 御意見を踏まえ、本文の表記を誤解のな

い表現に修正します。 

17 

基本施策４－（11）①教職員研修の充実 

おだわら未来学舎は、業務の時間外に教

職員を拘束するやりがい搾取であるた

め、業務の時間内で研鑽できるような場

を提供すべきである。（P.36） 

Ｃ おだわら未来学舎は、教職員が参加しやす

いように、時間外に自己研鑽の場として設

けているものですが、その参加については

希望制であり、強制するものではありませ

ん。 

18 

基本施策５—（５）①新しい学校づくり

の推進 

廃校も含めた地域単位での配置計画に

ついて検討することを記載してほしい。

（P.41） 

Ｂ 御意見の趣旨は反映した内容となります。 
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（３）その他に関すること（２件）  

  意見の内容（要旨） 
区

分 
市の考え方（政策案との差異を含む。） 

1 

11月に計画が確定されるのに、パブリッ

クコメントの結果公表が半年後の令和

５年４月予定なのはなぜか。 

Ｄ 教育振興基本計画が最終的に確定する時

期に、結果公表してまいります。 

2 

基本施策４－（９）⑤防災教育の充実 

近年体験したことのない大雨・台風など

異常気象が続いている。防災・災害対策

として、警報が出て学校が休校の判断を

した場合、幼い子どもと保護者を守るた

めにも保育園も休園としていただきた

い。（P.35） 

Ｄ 市保育課で「台風や集中豪雨等に係る臨

時休園の基準」を定めて運用しておりま

すので、詳細については保育課と協議願

います。 

 


